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はじめに
2024年1⽉2⽇ ⽻⽥空港航空機衝突事故

JAL機 乗客･乗員379名全員脱出
 客室乗務員の保安任務の重要性が注⽬された



● 各ドアに1名以上の客室乗務員の配置があった
●  客室乗務員の保安要員としての任務遂行

・乗客のパニックコントロール
・開けてはいけないドアと脱出ドアを即座の判断
・脱出の妨げとなる手荷物の取り出しを防いだ
・適切な脱出経路を確保した

● 乗客の協力
・客室乗務員の指示を守った

客室乗務員の保安要員としての重要性が
社会的に明らかになった。

脱出の成功を導いたもの



この1年、客乗連として
客室乗務員の安全に関わる課題として、
重点的に取り組んだものは・・・

1.編成問題（ドア数に満たない編成）

2.疲労リスクマネジメント

3.客室乗務員のライセンス制の実現



１. 客室ドア数に満たない
     客室乗務員編成

● 利用者にも関わる問題という視点で改善を訴え
● 署名の取り組みを実施
● 大きな後押しでJALでの改善を引き出した



客室乗務員編成数 基準は？
◆ 日本 国土交通省航空局
「運航規程審査要領細則」で定めた基準

◆ 米国 米国連邦航空局（FAA）
米国連邦航空規則（FAR）で定めた基準

客席数50席に対し、1名の客室乗務員を配置

通称「 」と呼ばれるもの
座席数（旅客数）を中心に考えドア数の考慮がない



ICAOは各ドアに客室乗務員配置を推奨
◆ ICAOが2017年「客室乗務員の最低必要⼈数の設定に関するマニュ
アル︓Doc10072」を作成。

◆ 「フロアレベルの出⼝には客室乗務員を配置すべき」と推奨

◆ ICAOがマニュアルで提起しているポイントは
• ５件の事故事例を⽰し、各ドアへの客室乗務員配置の有効性を⽰す。
• エアバス社が2006年にメーカーとしても推奨していることを紹介してい
る。

• 国に対し、客室乗務員の最低編成数を承認するときには、フロアレベル
ドア数に対する⽐率を特に考慮すべきとして、その安全性の検証⽅法も
⽰している。

• ドア間の距離の違い（１本通路、２本通路航空機）が考慮されている。



⼀対（2つ）のドアを客室乗務員1名で対応する場合
ICAOが求める客室乗務員のパフォーマンス検証

• a) 両方の出口で乗客の流れを管理する
• b) 両方の出口で機内持ち込み手荷物を管理する
• c) 両方の出口で継続的な出口の使用可能性を監視
• d) 両方の出口で、適切で聞き取りやすい指示を大きな声で伝える
• e) 無力な乗組員の職務を管理する
• f) 乗客を他の使用可能な出口に誘導する
• g) 乗客が使えない出口を開けることを防ぐ

これを一人で実施することはほぼ不可能。
上記からICAOは「各ドアに1人の客室乗務員配置」を推奨



航空連・客乗連の取り組み！
署名・記者会見・メーデーパレード
～日本航空の編成増が実現～

客室乗務員の航空機非常口への配置と保安要員としてのライセンスを求める請願 

 

国土交通大臣 殿 

 

請願理由 

 2024 年 1 月 2 日の 日本航空 516 便と海上保安庁機の衝突事故から、客室乗務員の保安任務の重要性が

世間にも広く認知されました。現在、事故調査中ではありますが、全ての非常口（ドア）に客室乗務員が配置されて

いたことで、開けてはいけない非常口と脱出可能な非常口をその場で即座に判断し、適切な経路を確保することに

繋がりました。これは今回の緊急脱出の成功を導く要因であり、このことから非常口に客室乗務員が配置されてい

ることの重要性が明らかになりました。しかし JAL・ANA を含めた国内航空会社の一部の機材では、非常口の数

より少ない客室乗務員編成数で運航している実態もあります。 

国際民間航空機関（ICAO）は、過去の事故例から客室乗務員を各非常口に配置することを推奨しています。緊

急時、客室乗務員は機内外の即座の状況の確認と脱出可能かどうかの判断、非常口の開放や脱出誘導を行いま

す。1 人で 2 つの非常口を担当する場合、即座にこれらを行うことは不可能です。特に大型機ではより深刻な状況

です。また客室乗務員の重要な役割の一つに、開けてはいけない非常口をブロックする役割があります。過去には

乗客が脱出に適さない非常口を開けたため、機外の炎や煙が客室に入り込み乗客が死亡する事故も発生しまし

た。非常口への客室乗務員の配置は、緊急時の即座の状況確認、迅速な判断と行動、さらに開けてはいけない非

常口をブロックする等、緊急脱出の成功において大変重要な要素となります。 

また、国際的に見れば、世界の多くの国は客室乗務員にライセンスを付与し保安要員としての位置づけとその責

務を明確にしています。日本では、ライセンスを付与している国と同じ ICAO の基準を満たす訓練を受け、航空法

の定める救難訓練を受講していますが、客室乗務員にライセンスは付与されていません。今回の衝突事故からも

わかる通り、緊急時の客室乗務員は保安要員として重要な任務を担っています。航空の安全の向上、客室乗務員

の地位確立のために、日本でも保安要員として客室乗務員のライセンスを国が付与することを求めます。 

 

請願内容 

• 航空機の全ての非常口に客室乗務員の配置を義務付けること 

• 保安要員として客室乗務員のライセンスを国が付与すること 

 
氏 名 

住 所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊第一次集計 2024 年 5 月末 、第二次集計 2024 年８月末   

【連絡先】航空労組連絡会（航空連）・客室乗務員連絡会（客乗連） honbu@kohkuren.org 

【送り先】〒144-0043 東京都大田区羽田 5 丁目 11-4 フェニックスビル  

●航空連・客乗連の署名の取り組み

• 利用者にも関わる航空安全の問題として訴え多
くの団体・産別組織、労働組合からの賛同を得
た。

• 多数の署名が集まる中、JALで編成増の回答！

●2024年7月1日よりJALのB787編成増に
（2024年5月17日に会社回答）

●2024年11月19日 国土交通省に提出
署名の総数 19,932 筆

（書面 19,266 筆／オンライン666筆）

 

 

2024年 1月 2日  羽田国際空港衝突事故 

海上保安庁機と JAL機が衝突し

た事故は、海上保安庁職員 5名が

死亡。JAL機の乗客・乗務員は全

員脱出。機体が炎上し全損する大

きな事故となりました。現在事故

調査中ですが、当該機では全ての

ドアに客室乗務員が配置されてお

り、インǿーフォンやアナウンス

システム等がȀウンする中、脱出

に適した非常口、開放することが

危険な非常口を即座に判断し行動

したことが、全員の脱出につなが

った重要な要素であることは明確

です。 
 客室乗務員の保安要員としての

任務の重さと役割が日本国内だけ

でなく、国際的にも注目された事

例となりました。 

 
 航空機の非常口に１名以上の客室乗務員の配置を！ 

 客室乗務員に国家ライセンスを！ 

                                

 ICAOが過去の事故事例から 

「フロアレベルの非常口に 
客室乗務員を配置すべき」と推奨 

 2017年に ICAO（国際民間航空機関）が、「客室乗務員の最

低必要人数の設定に関するマニュアル」を制定し、「フロアレベ

ルのドアに客室乗務員を配置すべきだ」と過去の 5つの事故事例

をもとに推奨しました。 
 同年発行された ICAOジャーナルでは、「乗務する客室乗務員

の人数と彼らの任務遂行能力は、航空機からの緊急脱出を成功さ

せる上で重要な要素となる」と強調し、緊急脱出の際、1名の客

室乗務員が 2ヶ所の非常口を担当するのは困難であるとしていま

す。 
 1月 2日の事故では、全非常口に客室乗務員が配置されていま

したが、国内大手の JAL・ANAを含め、客室乗務員 1名で 2ヶ

所の非常口を担当する編成があります。早急に各非常口に 1名以

上の客室乗務員を配置すべきです。 

 

客室乗務員の国家ライセンスは 

国際的に主流 パイロット、整備士、運航管理者は国家資格がありますが、日本

では客室乗務員には国家ライセンスがありません。 

 世界的にみると客室乗務員の資格を認定している国が多数派で

す。ライセンス制としている国は、アメリカ、EU諸国、南米の

全ての国、エジプト、トルコなどの中東各国、ǿイ、中国、モン

ゴル。日本のように国家ライセンスとしていない国は極少数派と

なっています。ライセンス制とすることで客室乗務員の保安要員

としての地位を確立するべきです。 

 

＜連絡先＞
 

航空労組連絡会（航空連） 

客室乗務員連絡会（客乗連） 
honbu@kohkuren.org 航空労組連絡会（航空連）は航空で

働く全ての職種を組織する 34組合

7,000名の労働組合の団体です。 

客乗連は、航空連の客室乗務員の専

門部です。国内外の航空会社で働く

日本人客室乗務員の連絡会として、

これまで契約制客室乗務員の正社員

化、コロナ禍での雇用問題等、多く

の問題に取り組み、客室乗務員の労

働条件の改善、地位向上を目指して

活動しています。 
オンラインの署名も行なっています。 



非常口に1名以上の編成の実現を

uANA B787 ８ヶ所のドアに対し、６名または７名
uZIP Air B787 ８ヶ所のドアに対し７名
uANAウィングス B737編成 4ヶ所のドアに対し3名
uJAL B787

OM（オペレーションマニュアル）上では７名の乗務あり
救難訓練でも１名で２ヶ所のドアの脱出手順の訓練を実施

編成を増やさないのはコスト面の判断を重視しているため

安全問題として社会的な課題にすることが必要

今後も客乗連として改善を求め取り組んでいきます



2. 客室乗務員の疲労リスク管理

FRM︓ FATIGUE RISK   MANAGEMENT 

lパイロットの疲労に起因する事故事例に対応し、アメリカでは2010年、
EUは2016年FRM義務化。

lICAOは2016年に「疲労リスク管理に関する規制の策定と実施」に関す
るガイダンスを改訂。

lICAO加盟国は、パイロットと客室乗務員のFRMに関する基準作りが必
要になっている。



⽇本のFRM
運航乗務員が先⾏して基準作り

運航乗務員にFRMを導入する際の国交省の資料（2018年）「疲労の定義」



日本の運航乗務員の規制では
2019年7月「航空機乗組員の乗務割について」を制定

規制のポイントは 「睡眠時間の確保」

• 1回の乗務の勤務開始時間別の最長乗務時間の規制

• 累積乗務時間の規制

• 休養時間（勤務インターバル）、時差分をプラスし
た休養時間の確保

•  客室乗務員の基準作りは当初計画より遅れている状況
→2月3日から実証検査が開始



日本の客室乗務員のFRMの状況＜航空局の動き＞

◆ 2020年4月「通達」の改正
運航規程審査要領細則の改正内容
客室乗務員の乗務割については、自らの疲労状態を適切に管理し、疲労により乗務に支障
があると自覚した場合、乗務してはならないこと、事業者は客室乗務員の疲労状態を考慮
し、客室乗務員の疲労が乗務に支障を及ぼすと認められる場合は乗務させてはならない
旨、追加する。

u 航空局訪問(2024.11.19)で確認した基準の策定のプロセス
Ø 2024年は「検討資料の収集」
Ø 2025年に「検討会を設置」し基準を策定
Øただし規制の制定の時期は具体的には決まっていない

u 2021年以降「客室乗務員の疲労管理に関する調査」をATECに発注。
（3回）諸外国の航空会社の状況について調査依頼していた。既に調査
は終了。

u航空会社へのヒヤリング（コミューター～大手企業）実施



日本の客室乗務員のFRMについて
    ＜航空局訪問（2024.11.19)で確認したこと＞

l客室乗務員のFRMの基準の策定に関するプロセスは、操縦士と似た
形で考えている。

→「検討会」の開催と「実証実験」の実施
l 検討会の中での労働組合からの意見取りは考えている。
l 実証実験に関して ＊2025年2月3日～3月31日で実施

         ・ 項目ごとに条件を決め、そこにあてはまる航空会社にお願いすることになると思う。

       ・ LCC等も条件にあてはまれば対象となる。

    ・ 被験者はかなりの人数になると思っている。
 ・ 実験方法は、操縦士で行なったPVTを考えている。

 ・ 実証実験について、どういう条件だったらできるのか等、各社の路線など確認している。

l 「操縦士の時と同じなのかどうかはまだ検討中」 (11月19日当時)
       操縦士の場合、実施項目については3つの点で考えた。 ①乗務時間、②乗務時間帯、③LEG数

      →  今後確認が必要



実証実験方法「PVT」とは？
覚醒度を客観的に評価する検査で、数字が出るとボタンを押下する、とい
う動作を3分間あるいは10分間繰り返し、その間の反応速度から覚醒度を
測定・評価する検査です。



客室乗務員のFRM基準作りに考慮すべきこと
＜客乗連としての主張＞

u緊急時の判断・行動に疲労が影響を及ぼさないこと
• 従来、客室乗務員の役割は、事故発生時に航空機から脱出することに重
点が置かれていた。しかし、客室乗務員は日々のフライトで安全管理に
おいても重要なプロアクティブな役割を担っており、インシデントや事
故の防止に貢献することができる。（ICAO安全教育マニュアル）

u客室乗務員の任務を遂行できる状態
• ハイジャック対策/機内火災対応/機内減圧時対応/急病人対応/緊急時の誘導・脱
出/安全阻害行為措置などの任務に影響を及ぼさない

9・11以降、飛行中の客室乗務員のCabinでの役割は増している
• 客室乗務員の任務に於いて、「疲労により客室乗務員のパフォーマンス
が低下すると、緊急時の旅客の生存率だけでなく、日常保安業における
不安全事象の発生にも影響を与える」（ICAO）



客室乗務員のFRM基準作り

ポイントは睡眠時間の確保とワークロード

◆ 先行して策定されたパイロットの基準を参考に

◆ 客室乗務員特有の業務負荷・勤務・環境・
職場実態を考慮する必要がある

Ø機内での働き方や環境（サービス方法、休憩設備等）

Ø客室乗務員の、低湿度、低気圧、揺れ、傾斜、感情労働、衆人環視の中で
の立ち仕事は疲労レベルを高めるといえる

Ø休日が休日とならないフライト準備等「業務から解放されない実態」
・・・・etc 



業務負荷に対応する規制の考え方

uICAOのFRM基準作りのマニュアルには、睡眠と疲労に関す
る科学的知見は記載されているものの、業務負荷については
「仕事量は疲労に影響を与えるが、仕事量と疲労の関係性に
ついては、あまり研究されていない」と記されている。

uICAO Annex 6では、国が疲労管理の規制を定める場合は
「科学的原則、知識および運航経験に基づくものとする」と
している。

業務負荷や職場環境の問題もFRMとの関係を研究
し、実態改善する必要がある。



日本の客室乗務員の働き方の特徴
国内線では

u休憩問題
• 休憩時間の定めがない４便乗務の例
羽田 ➡ 函館 ➡ 羽田 ➡ 高松 ➡ 羽田 勤務9時間30分

休憩なし。食事も摂れない実態。

u L/D回数が増えると疲労が増す ６L/Dを行っている会社も

u DLY、揺れ、天候不良（異常気象による影響、勤務時間の延
長）は疲労を増長する

u 機内清掃



日本の客室乗務員の働き方の特徴
国際線では
l バンコク ゼロ泊3日
１日目 23:00出社、00:15羽田発
２日目 05:00バンコク到着、6:30頃ホテルチェックイン

同日の20:20ピックアップ、23:00バンコク発
３日目 06:00羽田着

l グアム日帰り・翌日マニラ線の乗務

１日目 8:05成田空港に出社、10:00成田発 14:35グアム到着
           ＊グアム特有：乗務員も入国/出国手続きが必要。SHIPから降り、審査手続きを実施。休めない

16:35グアム発 成田着19:25 帰宅

２日目 17:05成田出社、18:00成田発 徹夜乗務
22:05マニラ到着、23:30頃ホテルチェックイン

➡ 1日目の疲労が回復しないまま、2日目のマニラ乗務。負荷が高い。

l 国際線日帰り（中国・グアム等）さらに、往路便到着時機内清掃



実態改善につなげるために
n「検討会」への参加 発言の機会を得る
u 組合アンケートなどにより負荷の高い勤務の洗い出し

u職場実態と生の声を伝える 働き方の実態等 建設的な意見の必要性

n疲労リスクレポート（FER）の提出の意義を広げ、積極的な提出
を促す

u客乗連としての啓蒙活動（各職場に対して）

u幅広く疲労リスクをピックアップできるFERの質問項目なのか点検し、必要に応じて改善
する

u出しづらい状況がある場合は、その原因を取り除く

u行政への働きかけ、世論づくり

u 具体的な制限を設定させる



安全問題として負荷の高い勤務の改善を
n長時間拘束の勤務

n WOCLを考慮した勤務づくり

n 年間乗務時間・月間乗務時間の見直しを
日本 年間1080時間（ANA）・EU 900時間

n 無理なサービス・少ない編成等々

n休日でのFLT準備 休日に仕事から開放されない

n機内清掃



国土交通省 運輸安全委員会ダイジェスト第40号 コラムより







休憩や休日等を中心に
働き方の見直しは重要

運輸安全委員会ダイジェスト第40号 コラムより

客乗連として、
客室乗務員特有の働き方・各職場環境・その他問題点を
今後も洗い出し実態改善を目指します。



3.客室乗務員のライセンス制
国際的に客室乗務員のライセンス制は主流

日本にも導入を！



客室乗務員のライセンス制の歴史

・ 2001年9月11日にアメリカで発生した同時多発テロをきっかけ
に、保安について関心が高まりました。

・同時に、客室乗務員の保安要員としての役割が注目されました。

・ 9.11の同時多発テロが発生した2年後、アメリカでは2003年に客
室乗務員のライセンス制が法制化されました。

・客室乗務員のライセンス制はフランス・オーストラリア・米国等で
導入されていましたが、国際的にもまだ少数の国の採用に留まって
いました。



２００４年 国際運輸労連（ITF）
キャンペーンを開始 国際的な広がりに

・ 2004年ITFは、客室乗務員のライセンス制の実現を求めキャンペーン
を開始しました。ライセンス制とすることで、客室乗務員の保安要員
としての法的整備の確立、また任務に見合った労働条件の向上・地位
確立を目指すことが目的でした。

・「保安要員として国際的に共通した訓練を各国・各社が実施するこ
と」「バラつきをなくし高い水準の訓練を確保していくこと」を求め
ました。

・ ITFのキャンペーンに賛同し、客室乗務員の地位向上と保安要員とし
ての労働条件改善のため、多くの国の労働組合がこの問題に取り組
み、ライセンス制を実現していきました。



国際的な客室乗務員のライセンスの状況は

u米国は連邦航空局（FAA）が発行する能力証明書
（certificate of demonstrated proficiency）

uEU加盟諸国内は欧州航空安全機関（EASA）が発行す
る証明書（Attestation）

• EU域内共通ライセンス。EU域内の航空会社で客室乗務員をするには取得しなければ
ならない。

• EU域内の航空会社は、客室乗務員の指定養成施設認定を受けて、自社で客室乗務員
ライセンスを取得できる。ライセンスを取得させる学校もある。



◆ICAOは客室乗務員について「安全教育マニュアル」を制定し、
保安要員としての訓練内容を定めている。

◆ 国際⺠間航空条約加盟国（193ヵ国）では、ICAOマニュアルに
定められた訓練・試験に合格した客室乗務員に対し、保安要員と
して国家が資格を与え、乗務させている国は多い。
＊アメリカ､EU､南⽶全て､エジプト､トルコ､中東各国､タイ､中
国､モンゴルなど

◆客室乗務員の国家資格がない国は、世界の中でも少数派。



日本の客室乗務員の訓練
◆ 運航規程審査要領細則に定められている

◆ ICAO基準に沿った客室乗務員訓練が行われる運航規程が作られ、
それが実行されていることを航空局が確認している。

⇒ これを国としてライセンス＝認証・証明を発行し付与するよう、
客乗連は求めています。

◆ 日本の客室乗務員は、国際基準の高いレベルの訓練を受け合格し
た者だけが乗務しています。新たな新しい訓練は必要はなく、
「訓練終了認定証」という形で国が発行すれば良いのではないか、
というのが客乗連の考え方です。

◆ ライセンス制とすることで、客室乗務員の地位の向上・確立につ
ながり、保安任務に専念すべき環境づくりを社会全体で取り組む
きっかけとなると考えます。



保安要員としての客室乗務員の地位向上を目指し、
今後も改善に向け尽力していきます。



 終わり
 ご清聴ありがとうございました。


